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（２）重点整備地区の範囲 

 

本基本構想における重点整備地区は、「山下駅・畦野駅周辺地区」及び「平野駅・

多田駅・鼓滝駅周辺地区」の２地区とし、その範囲は図のとおりとします。 

 

 

【山下駅・畦野駅周辺重点整備地区（約８３ha）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


